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 ソフトウエア産業の現状

　中国のソフト産業（ソフト製品、ソフトサービス、ソフト輸出）の規模（2000年）

は、593億元（約71.7億ドル）で世界総規模5,960億ドルの1.2％で、インドの1.48％（米

国40.2％、日本9.6％、韓国1.39％、アイルランド1.5％）よりも小さい。その中でソフ
ト製品規模は238億元である。また、2000年のソフト（製品とサービス）輸出額は４

億ドルしかなく、インドの60億ドルには遥かに及ばない。2001年の輸出額は８億ドル

弱に達し、約85億ドルを輸出したインドの10分の１以下となっている。産業規模はま
だ小さいが、1996年以来、年平均伸び率は30％以上に達しており、2005年には、国内

市場売上2,500億元（世界シェア３％、国内市場占有率60％以上）、輸出額10～20億ド

ルという目標を掲げている。

　2001年末の中国当局の調査によると、中国のソフト開発企業は合計2,265社、ソフ

ト技術者は19.1万人（その内、博士2,703人、修士14,798人、学士9.16万人）である。

しかし、ISO9001や CMM のような世界的な基準等の認証を受けた企業は少なく、例
えば、CMM３の認証を受けた企業は２社しかない（CMM５、CMM４の認証を受け

た企業はまだない）。また、全国398校の大学にコンピューター及びソフト関連の専門

科が設置されており、学生数は38.7万人（大学生14.3万人、短大生24.4万人）にも上
る。

　産業分布の地域的特長として、中国最大のサイエンスパーク「中関村」を有する北

京市は、ソフト協会に認証されたソフト企業600社（研究・開発・販売人員６万人）、
登録した製品1,700を有し、中国の半分を占めている。そのほかは上海、深 、審陽、

成都等に集中している。

 産業発展の課題

　ソフト産業発展の課題に、①上級ソフト開発人材とプログラマーの不足、②ソフ

ト開発・産業発展に必要な資本市場・洗練されたベンチャーキャピタル（VC）の不

足、③コピー品が氾濫する劣悪な市場環境等が挙げられる。

　中国では研究開発を中心とするソフト人材は、42万人不足していると言われている。
こうした中で、ソフト人材不足をビジネスチャンスに生かす企業も出てきている。有
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名な通信機器メーカー「華為」は、米国 Prometric 社の教育認証制度を取り入れ全国
的に IT 教育ビジネスを展開し始めた。また、ソフト会社「北大青鳥」は、世界最大

のソフト教育会社であるインドの Aptech 社と協力して、Aptech 社のソフト教育認証

制度を導入したビジネスを全国的に展開し始めている。

　また、研究開発人員が1,000人を超えるソフト企業は18社しかなく、50人以下の小

企業は1,493社と全体の66％を占めている。こうした中で M&A による規模拡大の試

みも見られており、例えば、大手「用友」は、株式上場で得た資金で中国のソフト会

社を買収したり、台湾ソフト会社に対する買収も進めている。但し、中国資本市場の

未発達、成熟した VCがいないため大規模な M&Aが行えない状況にあり、ソフト産

業育成上の障害になっている。現在中国のソフト産業は毎年120億元（約15億ドル）
の投資資金を必要としているが、資金の供給側と需要側のミスマッチが生じている。

ネット関連投資の失敗から VCの投資が慎重になりすぎる面がある一方、ソフト会社

は短期的な収益を急ぐ VCに対して、長期的な戦略投資を望んでいる。
　更に、ソフトの違法コピーが氾濫している。違法コピー取締りのもっとも厳しい北

京市でさえ、ゲームソフトの違法コピー商品率は50％にも昇っている（『人民日報』

2001.11.28）。ソフトの違法コピーはソフト会社の収益を圧迫するだけでなく、商品開
発のインセンティブをも阻害している。

 中国政府の産業政策

　インド、アイルランドと並ぶ第３のソフト受託・輸出大国を目指して、中国政府は

投融資、税収、輸出、収入配分、人材育成と導入、知的財産権保護、国際的な基準認

証の奨励等を内容とした新たな産業政策をスタートさせた。

　2000年６月、中国政府は「ソフト産業と集積回路産業発展を促進する諸政策」とい

う産業政策を公布し、ソフト産業育成に本腰を入れ始めた。政策の内容は、投融資、

税収、輸出、収入配分、人材育成と導入、知的財産権保護等に関するものである。産

業育成の具体策の１つとして、インドのソフト産業パーク制度と同様、中国は全土に

11ヵ所の「ソフト産業パーク」を設置し、ソフト産業の集積・発展を図っている。
　また、ソフト人材の需要を満たすために、大学での教育を充実するとともに、全国

に35ヵ所のソフト教育学院（大学、企業、外資等による設置）を新設し、実務重視で

プログラマー、SE、マネジャーの教育を開始する。この他、海外ソフト人材の導入
にも力を入れ始めており、ISO9001や CMM の品質認証制度の利用も奨励する方針を

打出している。

　更に、知的財産権保護を強化し、市場環境を整備することも大切である。政府機関、

団体等から、コピーソフトを追放する政令（正規ソフト購入予算の計上、違法ソフト

使用について行政処罰の徹底等）が2001年８月29日に公布された。企業による違法コ

ピーソフト使用の罰則を強化し、違法コピー追放キャンペーンも実施している。


